
健康増進法及び他県条例の比較

1　趣旨

国 神奈川県 兵庫県 東京都 静岡県 山形県 参　　考

健康増進法
神奈川県公共的施設における受動喫
煙防止条例

受動喫煙の防止等に関する条例 東京都受動喫煙防止条例 受動喫煙防止条例 山形県受動喫煙防止条例

2018.7.25改正
2020.4.1完全施行

2009.3.31公布（H21）
2010.4.1施行(H22）

2012.3.21公布（H24）
2013.4.1施行（H25）

2018.7.4公布
2019.1.1施行

2018.10.23公布・一部施行 2018.12.25公布・一部施行

趣旨

①望まない受動喫煙をなく
す
②受動喫煙による健康影響
が大きい子ども、患者等に
特に配慮
③施設の類型・場所ごとに
対策を実施（既存飲食店の
うち小規模経営のものに配
慮）

受動喫煙による健康への悪影響を未
然に防止

受動喫煙を防止し、健康で快適な生
活の維持

屋内での受動喫煙による健康影響を
未然に防止し、誰もが快適に過ごせ
る街を実現するため、①健康影響を
受けやすい子供、②受動喫煙を防ぎ
にくい立場の従業員を受動喫煙から
守ることが対策の柱

①受動喫煙による健康被害を受けや
すいこどもを守るため、学校等にお
いては敷地内完全禁煙（努力義務）
②飲食店における禁煙・分煙・喫煙
可の表示を徹底し、喫煙者非喫煙者
ともに安心して飲食できる環境を整
備
※2020年4月改正法完全施行前に、
表示義務を前倒し実施

①「やまがた受動喫煙防止宣言」
(H27.2)による取り組みを法と併せ
て更に推進
②子ども、妊産婦等を受動喫煙が健
康に及ぼす悪影響から守るため、①
学校等の喫煙場所を設けないこと②
特定飲食店の自主的取組を規定
（①、②ともに努力義務）

禁煙・分煙を徹底することにより受
動喫煙を防止

2　責務

国 神奈川県 兵庫県 東京都 静岡県 山形県 参　　考

責務の対象
国、地方公共団体、全
ての人、管理権原者及
び施設の管理者

県、県民、全ての人、事業者、
施設管理者、保護者

県、県民、全ての人、事業者及
び施設管理者、保護者、市町

都、都民、全ての人、管理権原
者及び施設等の管理者、保護者

県、県民、事業者、施設の管理
権原者、保護者、保険者

県、県民、事業者及び管理権原
者、保護者、保健医療及び教育
関係者

道、道民、喫煙者、事業者、公
共的施設等管理者

3　施設類型・場所ごとの取り扱い

施設類型 国 神奈川県 兵庫県 東京都 静岡県 山形県 参　　考

＜第１種施設＞ ※施設類型は国と異なる

禁煙 禁煙（喫煙所設置可） ● ● ● ● 小・中・高等学校は禁煙

禁煙 ● ● ● ● 小・中・高等学校は禁煙

例外 喫煙場所設置可 喫煙場所設置不可（努力義務） 喫煙場所設置不可（努力義務） 喫煙場所設置不可（努力義務）

禁煙 禁煙（喫煙所設置可） 禁煙（既設の喫煙室のみ可） ● ● ●
大学、体育館、不特定かつ多数の者
が利用する官公庁施設等は禁煙

禁煙 ● ● ● 医療機関・児童福祉施設は禁煙

例外 喫煙場所設置可 ● ● ●（一部設置不可(努力義務)）

＜第２種施設＞

禁煙 禁煙または分煙 禁煙または分煙 禁煙（要表示） 禁煙（要表示） 禁煙（表示に努める）

例外 喫煙専用室設置可(要表示) ● ●

既存
禁煙・分煙・喫煙　選択可
（分煙・喫煙は要表示）

禁煙または分煙（努力義務） 禁煙または分煙または喫煙可
禁煙・分煙・喫煙　選択可(いずれ
の場合も要表示)

禁煙・分煙・喫煙　選択可(いずれ
の場合も要表示)、受動喫煙防止の
自主的取組（公布から３年以内）

今後
新設

禁煙(喫煙専用室設置可・
要表示)2020.4～

禁煙（要表示）(喫煙専用室設置
可・要表示)

禁煙（表示に努める）(喫煙専用室
設置可・要表示)2020.4～

喫煙可 禁煙または分煙 ● ● ●

禁煙 ● ● ● ー

例外 喫煙専用室設置可 ● ● ●

禁煙 禁煙または分煙 禁煙または分煙 ● ● ●

例外 喫煙専用室設置可 ● ● ●（一部設置不可(努力義務)）

喫煙可 － － ● ● ● －

※個人又は資本金5,000万円以下、かつ客席面積100㎡以下の飲食店

●：国と同様

4　罰則規定

義務違反 最大50万円以下の過料 最大5万円以下の過料 最大30万円以下の罰金 5万円以下の過料 悪質な場合、店名公表 なし なし

法律・条例名

小規
模店
(※)

施設内禁煙（努力義務）
喫煙専用室設置可（小規模施設除
く）
いずれも要表示

施設内禁煙（努力義務）
喫煙専用室設置可（小規模施設除
く）
いずれも要表示

客室

客室以外

屋内

（表示により全て喫煙可とできる。
風営法対象施設は努力義務）

従業員がいない場合（都指定特定飲
食提供施設）は、禁煙・喫煙の選択
可(いずれの場合も要表示)

がん対策北海道議会議員の会の下に
設置された北海道受動喫煙防止条例
検討委員会で「北海道受動喫煙の防
止に関する条例（案）」を作成
（2017.9時点）

屋外

屋内幼稚園、
保育所、
小・中・
高等学校
等

大学、病
院、行政
機関等

飲食店

ホテル・
旅館

上記以外
の多数の
者が利用
する施設

屋外

屋内

屋外

屋内

資料３


